
補助金と圧縮記帳について！

２０２１年１０月５日

夢と技術の経営研究所

1

２ ０ 分 セ ミ ナ ー シ リ ー ズ



１．圧縮記帳とはー１

２．圧縮記帳とはー２

３．通常の経理処理

４．圧縮記帳による経理処理

５．通常処理と圧縮記帳処理の法人税等の比較

６．圧縮記帳の方式ー１

７．圧縮記帳の方式ー２

８．適用できるケース

９．法人税の申告

１０．まとめ

目次

2
© 2021 夢と技術の経営研究所



◎圧縮記帳とは、

国庫補助金や火災による保険金などの金銭を受けて固定資産を購入した際、

その購入価格から補助金の額を控除して購入価格とすること

◎圧縮記帳は、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、

法人税法と租税特別措置法に規定されている

①法人税法で規定しているもの

・国庫補助金や保険金等で固定資産等を取得した場合

・不動産の交換によって一定の固定資産等を取得した場合

②租税特別措置法で規定しているもの

・収用等によって資産を取得した場合

・特定資産の買い替え等によって資産を取得した場合

１．圧縮記帳とはー１
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◎ものづくり補助金における圧縮記帳の適用

◎事業再構築補助金における圧縮記帳の適用

出所：ものづくり補助金と事業再構築補助金のHPより

２．圧縮記帳とはー２
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◎補助金と機械・装置

国や地方公共団体から1,000万円の補助金などを受給し、2,000万円の機械・装置
を購入したとする。この時、受領した補助金1,000万円は、益金に計上される。

一方、機械・装置2,000万円は、固定資産に計上され、耐用年数に応じて、毎期減価
償却費を計上して行くことになる。
＜例＞

国庫補助金1,000万円の交付を受けた。直ちに、補助金交付目的に適合した機械装置2,000万円（耐用年
数は5年定額法で償却）を購入し、事業の用に供した。

３．通常の経理処理
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◎補助金と機械・装置

前記の様に、通常の経理処理をすると補助金は益金となり、損金は減価償却費の
部分だけなので、1年目の課税所得が大きく増えてしまう。せっかく補助金はもらえた
のに、初年度の税負担が大きいと補助金の効果が減少してしまう。

そこで考えられたのが圧縮記帳である。圧縮記帳は、受け取った補助金にも課税す
るが、補助金を受け取った事業年度の課税を避ける方法である。（課税の繰り延べ
をする制度。）

４．圧縮記帳による経理処理
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◎通常処理と圧縮記帳処理の法人税等の比較

５．通常処理と圧縮記帳処理の法人税等の比較
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◎圧縮記帳の方式

①直接減額方式 ②積立金方式

◎直接減額方式
＜例＞

国庫補助金1,000万円の交付を受けた。直ちに、補助金交付目的に適合した機械装置2,000万円（耐用年
数は5年定額法で償却）を購入し、事業の用に供した。

６．圧縮記帳の方式ー１
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◎積立金方式
＜例＞

国庫補助金1,000万円の交付を受けた。直ちに、補助金交付目的に適合した機械装置2,000万円（耐用年
数は5年定額法で償却）を購入し、事業の用に供した。

７．圧縮記帳の方式ー２
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◎国庫補助金
・国庫補助金等の交付を受けて、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をしている場合

◎工事負担金
・工事負担金の交付を受けて、その交付の目的に適合する固定資産を取得している場合

◎保険差益
・保有する固定資産の滅失又は損壊により、保険金等の支払を受けて、その保険金等をもってその滅失
をした固定資産に代替する同一種類の固定資産を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産とな
るべき資産の改良をした場合

◎交換差益
・所有する土地や建物等の固定資産を他の者が所有する固定資産と交換した場合

◎非出資組合の賦課金
・非出資組合が2以上の事業年度にわたり納付金を納付させることとしている場合において、その納付金
の全額を納付させる前にその目的となった固定資産の取得等をした場合

◎特定資産の買換
・工場移転などで土地や建物を売却して、他の場所で買換える場合

８．適用できるケース

10
© 2021 夢と技術の経営研究所



◎圧縮記帳を適用した場合の法人税の申告は、申告書に加えて、

別表13の圧縮額等の損金算入に関する明細書を作成して添付する

出所：別表１３（１）より抜粋 国税庁のHP

９．法人税の申告
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◎本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、

法人税法と租税特別措置法に規定されている

◎一定の経理方法であることや、確定申告書に明細を添付すること、

清算中の法人でないことなどの適用要件がある

◎限度額は、国庫補助金、工事負担金、保険差益、交換差益、

非出資組合の賦課金、特定資産の買換などで、それぞれで異なる

１０．まとめ
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